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新型コロナウイルスワクチンの接種について 

 

１ 要旨・目的 

  新型コロナウイルスワクチン（以下「ワクチン」という。）接種における本県の取組内容等について

報告する。 

 

２ 現状・背景 

  新型コロナウイルス感染症対策の有効な手段であるワクチン接種を，県・市町・関係団体等と連携 

して実施しているところである。 

 

３ 概要 

(1) 対象者 

   県民(12歳以上の方) 

   ※1 小児（５～11歳）の接種は，令和４年３月から開始予定（努力義務適用除外） 

   ※2 追加（３回目）接種は，現時点では 18歳以上の者を予防接種法上の特例臨時接種に位置づ 

    ける。 

 

(2) 事業内容 

ワクチンの追加接種を含め，接種を希望する方が，１日も早く，１人でも多く接種できることを 

目標とし，市町の接種体制に加え，県主体の大規模接種会場の設置及び職域接種の支援等を実施す 

る。 

ア 追加接種 

(ｱ) 接種間隔 

  ２回目接種完了から原則８か月以上とする。ただし，次の場合は，２回目接種完了から８か月 

以上の経過を待たずに追加接種の接種間隔を前倒して実施することが可能である。 

対 象 者 
接種間隔 

R4.1月 R4.2月 R4.3月～ 

医療従事者等並びに高齢者施設等の入所者及び従事者 

６か月 ６か月 ６か月 通所サービス事業所の利用者及び従事者 

病院及び有床診療所の入院患者 

その他の高齢者 ８か月 ７か月 ６か月※1 

64歳以下の方（職域接種を含む） ８か月 ８か月 ７か月※2 

※1 医療従事者及び高齢者施設等の入所者等への追加接種について一定の完了が見込まれた段階 

で，３月を待たず実施することが可能。 

※2 医療従事者及び高齢者施設等の入所者等並びにその他の高齢者への追加接種について一定の 

完了が見込まれた段階で，３月を待たず実施することが可能。 

  ※3 追加接種における市町別の接種間隔前倒し状況は，別紙１・２のとおり 

(ｲ) 接種券 

  接種券（一体型予診票）は，11月中下旬から順次送付予定（２回目接種完了から６か月以上 

経過する方に送付） 

(ｳ) 使用するワクチン 

     １回目・２回目に用いたワクチンの種類にかかわらず，mRNAワクチン（ファイザー社ワク 

チン又は武田/モデルナ社ワクチン）を使用 

  

 

当日配付資料 令和４年２月 14日 
課 名 健康福祉局ワクチン政策担当 
担当者 課長 草薙 
内 線 3230 
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(ｴ) ワクチンの配分 

  ワクチンは，これまでの２回目接種の状況を踏まえて，当面必要な量が配分。 （単位：回） 

ワクチンの種類 R3.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月 R4.4月 計 

ファイザー社 377,910  301,860 136,890  816,660 

武田/モデルナ社 3,990 369,900 303,900 254,550 146,550 1,078,890 

計 381,900 369,900 605,760 391,440 146,550 1,895,550 

 

イ 大規模接種会場 

   県内のワクチン追加接種の加速のため，県内２か所（広島市及び福山市）に大規模接種会場を 

設置する。 

(ｱ) 予約受付 

  電話及び WEB 

(ｲ) 使用するワクチン 

  武田/モデルナ社ワクチン 

(ｳ) 対象者 

  ２回目接種の完了から６か月以上経過した 18歳以上の方 

(ｴ) 会場の概要 

区  分 広島会場 福山会場 

設置場所 天満屋八丁堀ビル６階 広島県立ふくやま産業交流館 

設置期間 令和４年１月 28日～４月 16日（44日間） 令和４年２月４日～４月 16日（32日間） 

開設時間 10:30～16:30又は 10:30～17:30 10:00～16:00又は 10:00～17:00 

接種体制 接種想定回数：28,210回 

１日最大 350～840回（実施日で異なる） 

接種想定回数：20,090回 

１日最大 350～840回（実施日で異なる） 

※ 会場では，追加接種に加えて，１回目・２回目接種を希望する方の接種も実施。 

 

ウ 職域接種 

１・２回目職域接種を実施した事業者に対して実施した追加接種の意向調査における結果 

は，次のとおり。（令和４年２月 10日現在） 

区  分 追加接種 １・２回目接種 

実 施 ( 予 定 ) 数 ※ 1 
59件（企業等 50件，大学等９件） 

検討中６件（企業等６件） 
79件（企業等 67件，大学等 12件） 

接種(予定)者数※ 2 165,733人 194,110人 

今 後 の 見 通 し 令和４年２月下旬開始予定 令和４年１月末完了 

※1 実施（予定）数は，接種会場１か所あたりの件数のため，必ずしも事業者数に一致しない。 

  ※2 接種（予定）者数は，「実施」と回答した事業者の２回目接種と同人数を接種するものと 

想定した人数。 

 

４ その他（市町別接種状況等） 

別紙３のとおり 
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別紙１ 

市町別接種間隔前倒し状況 

※1 令和４年２月 10日現在 

※2 64歳以下の方のうち，市町独自の前倒し接種の対象になっている方（基礎疾患を有する方，教 

職員，訪問系サービス従事者等）は除く。 

市町名 
高齢者 64歳以下の方 

接種間隔 開始時期 接種間隔 開始時期 

広島市 
①7か月 
②6か月 

①1月 
②1月 24日 

①8か月 
②6か月 

※集団接種会場に限る 

①1月 
②2月 9日 

※集団接種会場に限る 

呉市 
①7か月 
②6か月 

①1月 
②個別接種 1月 18日 
集団接種 1月 29日 

①7か月 
②6か月 

①1月 
②個別接種 1月 26日 
集団接種 1月 29日 

竹原市 
①7か月 
②6か月 

①1月 18日 
②2月 4日 

①7か月 
②6か月 

①2月 1日 
②2月下旬 

三原市 
①7か月 
②6か月 

①2月 1日 
②3月 1日 

7か月 3月 

尾道市 
①7か月 
②6か月 

①1月 26日 
②2月 3日 

①8か月 
②7か月 

①1月 
②3月 1日 

福山市 
①7か月 
②6か月 

①1月 
②2月 10日 

①8か月 
②7か月 

※集団接種会場では 

6 か月 

①3月 
②2月 10日 

府中市 
①7か月 
②6か月 

①1月 24日 
②2月中旬 

6か月 2月中旬 

三次市 
①7か月 
②6か月 

①1月 11日 
②1月 24日 

①7か月 
②6か月 

①2月 1日 
②2月 21日 

庄原市 
①7か月 
②6か月 

①2月 
②医療従事者等終了後 

6か月 2月（検討中） 

大竹市 
①7か月 
②6か月 

①2月 
②2月 

①7か月 
②6か月 

①個別接種 3月 1日 
②集団接種 2月 14 日 
（接種券が届いた方から順次） 

東広島市 6か月 2月 6か月 2月 

廿日市市 6か月 2月 11日 6か月 2月 11日 

安芸高田市 
①7か月 
②6か月 

①1月 13日 
②2月 13日 

6か月 3月 8日 

江田島市 7か月 1月 24日 7か月 3月 

府中町 
①7か月 
②6か月 

①2月 1日 
②2月 1日(集団接種に限る) 
2月 17日(全ての対象者) 

6か月 
2 月 1 日（集団接種に限る） 

2 月 17 日（全ての対象者） 

海田町 6か月 1月 20日 7か月 2月 2日 

熊野町 6か月 1月 6か月 2月 

坂町 6か月 1月末 6か月 2月 

安芸太田町 6か月 2月 7か月 3月 

北広島町 
①7か月 
②6か月 

①2月 
②3月 

7か月 3月 

大崎上島町 
①7か月 
②6か月 

①2月 
②3月 

①7か月 
②6か月 

①3月 
②3月中旬 

（予約状況により対応可能） 

世羅町 
①7か月 
②6か月 

①1月 31日 
②3月 1日 

6か月 3月 

神石高原町 6か月 1月 18日 6か月 1月 28日 
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別紙２ 

64歳以下の方の追加接種における市町独自の前倒し状況 

市町名 前倒しの対象者 接種間隔 接種開始時期 備考欄 

広島市 
基礎疾患を有する方，障害者，福祉
施設従事者，介護サービス事業所等
の従事者，学校等教職員 

6か月 2月 1日  

竹原市 

市内のこども関係施設（こども園・
放課後児童クラブ等・障害児通所支
援等事業所・小中学校等）の従事
者，高齢者及び障害者の訪問・居宅
サービス事業所の従事者 

6か月 2月 1日  

三原市 

①市内の保育所，幼稚園，認定こど
も園，地域型保育事業，放課後児童
クラブ，小学校，中学校，高等学
校，特別支援学校の従事者 
②基礎疾患を有する方 
③妊婦とその家族（里帰り出産を含
む） 
④市内の一般廃棄物収集運搬業務に
従事する者 

6か月 

①1月 27日 
②接種券が届
き次第 
③接種券が届
き次第 
④2 月 18 日～
27日 

③妊婦の家族分の接種
券発行については，令
和 3年 8月までに 2回
目を接種した方は申込
が必要 

尾道市 基礎疾患を有する方 6か月 2月 3日 尾道市に住民票がある方 

福山市 
小学校の教職員(放課後児童クラブ含
む)，保育施設の職員，高齢者・障害
児通所サービス事業所等の従事者 

6か月 1月 29日  

府中市 

①小学校，中学校，義務教育学校，
保育所，幼稚園，放課後児童クラブ
に勤務する職員 
②市の業務で危機管理部門，行政サ
ービスのうち上水・下水道，ごみ収
集部門に従事する職員 

6か月 2月 12日  

三次市 
学校・保育施設職員，介護サービ
ス・障害福祉サービス事業所従事者  

6か月 
1 月下旬以降
接種券が届き
次第 

 

東広島市 

保育士，教職員等，高齢者施設等の
従事者に該当しない介護・障害福祉
サービス事業所の従事者，基礎疾患
を有する者 

6か月 1月下旬  

安芸高田市 

市内の小学校，中学校，高校で勤務
する教職員，保育士，高齢者施設の
介護士や職員等（安芸高田市以外に
お住いの方も対象） 

6か月 
2月 18日， 
19日，22日 

集団接種会場で実施。
接種希望者は学校，保
育所及び高齢者施設等
勤務先に申込。 

海田町 

居宅サービス事業所等施設従事者，
保育所等施設従事者，教育関係等施
設従事者，障害者等施設従事者，行
政サービス等従事者（これらはすべ
て町内在住者，もしくは町内施設に
勤める者に限る） 

6か月 2月 2日 
町内での接種について
は，集団接種会場での
み接種可能。 

熊野町 
町内の保育所，認定こども園，幼稚
園，放課後児童クラブ，小学校，中
学校の従事者 

6か月 3月上旬 

施設毎に接種対象者を
取りまとめ，接種日を
調整。接種時に必ず接
種券を持参すること。 

神石高原町 

基礎疾患を有する方，障害者の方，
福祉施設従事者，介護サービス事業
所等の従事者等，保育所・幼稚園・
小学校・中学校の従事者等 

6か月 1月 28日  

※ 令和４年２月 10日現在 
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別紙３ 

市町別接種状況 

市町名 
12～64歳 18～64歳 65歳以上 全人口 

１回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 

 広島市 80.50% 79.57% 5.77% 95.35% 95.05% 22.65% 75.76% 75.09% 9.13% 

 呉市 82.24% 81.28% 6.61% 91.35% 91.00% 16.47% 78.66% 78.00% 9.23% 

 竹原市 86.03% 85.32% 9.57% 94.42% 94.02% 40.49% 83.80% 83.27% 21.29% 

 三原市 82.75% 81.79% 6.63% 94.72% 94.36% 7.51% 79.67% 79.01% 6.01% 

 尾道市 82.26% 81.36% 6.82% 93.77% 93.42% 17.56% 79.54% 78.92% 9.78% 

 福山市 81.29% 80.35% 5.72% 93.67% 93.31% 16.82% 76.37% 75.70% 7.97% 

 府中市 83.53% 82.50% 5.77% 93.24% 92.69% 7.10% 80.80% 80.03% 5.53% 

 三次市 82.92% 81.66% 7.75% 92.94% 92.47% 32.42% 78.94% 78.08% 15.48% 

 庄原市 84.15% 83.13% 9.60% 94.38% 94.04% 21.38% 81.92% 81.27% 13.48% 

 大竹市 83.39% 82.65% 6.56% 94.17% 93.86% 11.56% 80.06% 79.53% 7.45% 

 東広島市 84.07% 83.21% 7.89% 95.04% 94.70% 30.78% 77.22% 76.59% 12.08% 

 廿日市市 82.96% 82.08% 6.41% 95.90% 95.44% 27.15% 78.37% 77.71% 11.68% 

 安芸高田市 85.19% 84.39% 7.40% 92.80% 92.50% 6.22% 81.71% 81.17% 6.00% 

 江田島市 83.30% 82.18% 5.79% 92.15% 91.63% 10.94% 82.33% 81.54% 7.51% 

 府中町 85.56% 84.60% 5.12% 95.87% 95.48% 13.61% 78.00% 77.29% 6.32% 

 海田町 84.80% 84.00% 5.03% 94.11% 93.81% 37.99% 76.82% 76.24% 12.01% 

 熊野町 84.06% 83.45% 4.99% 94.92% 94.46% 24.04% 79.94% 79.44% 10.95% 

 坂町 87.55% 86.30% 5.72% 92.98% 92.43% 43.69% 79.58% 78.68% 15.99% 

 安芸太田町 81.31% 79.87% 12.20% 93.46% 92.81% 13.15% 82.44% 81.49% 11.47% 

 北広島町 82.18% 81.61% 8.22% 93.77% 93.37% 15.51% 80.22% 79.76% 9.96% 

 大崎上島町 88.27% 87.20% 5.32% 92.40% 92.11% 6.59% 85.27% 84.63% 5.25% 

 世羅町 83.11% 82.24% 6.88% 92.55% 92.03% 19.15% 80.39% 79.74% 11.10% 

 神石高原町 85.71% 84.68% 8.29% 94.50% 94.02% 31.27% 84.57% 83.87% 18.44% 

計 81.75% 80.82% 6.20% 94.30% 93.96% 20.49% 77.25% 76.59% 9.41% 

※ VRS入力情報（令和４年２月９日） 

※ 分母となる広島県の人口は，2,812,433人（令和３年１月１日） 

※ 12～64歳の人口のうち，12～14歳の人口は，10～14歳の VRS入力情報×3/5として推定。 

※ 18～64歳の人口のうち，18，19歳の人口は，15～19歳の VRS入力情報×2/5として推定。 

 


